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午前１０時００分 開会  

◎開会・開議宣告

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２

８年第１回美幌町議会臨時会を開会しま

す。

これから、本日の会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１０番吉住博幸さん、１１

番橋本博之さんを指名します。

―――――――――――――――――――

◎日程第２ 会期の決定

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。

去る２月８日、議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。

１１番橋本博之さん。

○１１番（橋本博之君） 〔登壇〕 平成

２８年第１回美幌町議会臨時会の開催にあ

たり、去る２月８日、議会運営委員会を開

催いたしましたので、その内容と結果につ

いて報告いたします。

本臨時会に付議された案件は、まず初め

に町長から行政報告を受けます。その後、

専決処分の承認３件、条例改正５件、補正

８件があります。

以上の内容でありますので、本臨時会の

会期については、本日１日限りといたしま

す。

慎重なる審議に皆さんの御協力をお願い

するとともに、行政職員の皆さんには真摯

な答弁と対応について申し上げまして、議

会運営委員長としての報告といたします。

○議長（大原 昇君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、本臨時会の会期を１日間

としたいと思いますが、御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。

―――――――――――――――――――

◎諸般の報告

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。

○事務局長（高崎利明君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については、省略させていただき

ます。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、印

刷したものを配付しておりますので御了承

願います。

また、本臨時会中、議会広報及び町広報

用のため、写真撮影を行いますので御了承

願います。

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。

以上で、諸般の報告を終わります。

―――――――――――――――――――

◎日程第３ 行政報告

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 本日、

ここに平成２８年第１回美幌町議会臨時会

が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対しまして、心から感謝いた

しますとともに、行政報告と提出案件の概
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要について御説明を申し上げます。

行政報告といたしましては、暴風雪によ

る道路通行止めに伴う緊急避難対応につい

てであります。

去る１月１９日から２０日にかけて、急

速に発達した低気圧による暴風雪の影響

で、交通機能への障害をもたらしたことか

ら、町では１月１９日午前９時に、美幌町

暴風雪災害対策本部を設置するとともに、

自主避難者のために、しゃきっとプラザを

緊急避難所として開設したところでありま

す。

避難者への対応では、国道及び道道が閉

鎖されたことに伴い、町内から移動ができ

なくなった自主避難者３名を受け入れ、休

息及び宿泊の対応を行った次第でありま

す。

２０日午前９時５０分には、避難者の方

も目的地に向かわれ、同日午後４時５３分

に大雪警報が解除されたことから、美幌町

暴風雪災害対策本部を解散するとともに、

緊急避難所の閉鎖をしたところでありま

す。

防災対応につきましては、町民の生命、

身体及び財産を守る観点から、今後も万全

の体制を期して、災害対応に取り組んでい

く所存であります。

次に、御提案いたします議案等について

御説明申し上げます。

専決処分の承認について。

承認第１号美幌町税条例の一部を改正す

る条例の一部改正については、平成２８年

度税制改正大綱における個人番号利用手続

の一部見直しに伴い、平成２７年度の町税

課税を行うため急を要したこと。

承認第２号平成２７年度美幌町一般会計

補正予算（第８号）については、固定資産

評価審査決定取消請求事件に係る対応のた

め急を要したこと。

承認第３号平成２７年度美幌町一般会計

補正予算（第９号）については、町道除排

雪作業のため急を要したことから、専決処

分をいたしましたので、御承認を賜りたい

のであります。

条例の改正について。

議案第１号から議案第３号につきまして

は、本年度の人事院給与勧告に基づく一般

職の国家公務員及び特別職の国家公務員の

給与改定に準じ、美幌町議会議員及び特別

職等の期末手当の支給割合の改定をしよう

とするもので、関係する条例について議決

をいただきたいのであります。

議案第４号及び議案第５号につきまして

は、本年度の人事院給与勧告に基づく国家

公務員の給与改定に準じ、職員の給与及び

勤勉手当並びに任期付き職員の期末手当の

支給割合の改定をしようとするものであり

ます。

平成２７年度各会計補正予算について。

一般会計につきましては、ふるさと寄附

金の増加に伴う事務事業協力報償費の追加

として２,３２０万円、町道除排雪委託料の

追加として１,６００万円のほか、職員の給

与改定及び会計間異動に伴う人件費などの

補正を行おうとするものであります。

特別会計・企業会計につきましては、一

般会計と同様に、職員の給与改定及び会計

間異動に伴う人件費などの補正を行おうと

するものであります。

なお、細部につきましては、後ほどそれ

ぞれ御説明を申し上げますので、御審議の

上、原案に御協賛を賜りますようお願い申

し上げ、行政報告と提出案件の概要説明と

いたします。

以上、よろしくお願いをいたしたいと思

います。

○議長（大原 昇君） ただいまの行政報

告について、質疑を許します。

質疑は、一人３回までといたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これで行政報告を終わります。

―――――――――――――――――――
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◎日程第４ 承認第１号

○議長（大原 昇君） 日程第４ 承認第

１号専決処分の承認についてを議題としま

す。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案の２ペー

ジをお開き願います。

承認第１号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定により、これを町議会に報告

し、承認を求める。

議案３ページ、専決処分書でございま

す。

平成２７年度町税課税のため急を要する

ので、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分する。

平成２７年１２月３０日。

美幌町長土谷耕治。

ということで、今回の専決につきまして

は、さきの１２月定例会において、税条例

の一部改正の議決をいただきましたけれど

も、その中で、番号法施行に伴う各税目に

おける個人番号・法人番号の記載が必要な

申請書あるいは届出等の規定をさせていた

だいたところでございます。

平成２８年度税制改正大綱が平成２７年

１２月１６日に決定をされ、この大綱で町

民税及び特別土地保有税について、個人番

号の記載が不要とされたことに伴い、１２

月定例会の一部改正の内容をさらに改正す

るものでございます。

改正条例の施行日が平成２８年１月１日

であることから、急を要するということ

で、平成２７年１２月３０日に専決をさせ

ていただいたものでございます。

４ページをお開きいただきたいと思いま

す。

美幌町税条例の一部を改正する条例の一

部改正。

美幌町税条例の一部を改正する条例の一

部を次のように改正するということで、改

正内容につきましては、第４４条が町民税

の減免規定。それから、中ほどの第１３０

条が特別土地保有税の減免規定であります

が、両税目において、減免申請においてそ

れぞれ個人番号の記載を不要とする内容の

改正でございます。

施行日につきましては、平成２８年１月

１日でございます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、承認第１号専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第５ 承認第２号

○議長（大原 昇君） 日程第５ 承認第

２号専決処分の承認についてを議題としま

す。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案５ページ

になります。

承認第２号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定により、これを町議会に報告

し、承認を求める。

専決処分書が議案６ページになります。

平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第８号）について、固定資産評価審査決
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定取消請求事件に係る対応のため急を要す

るので、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分をする。

平成２８年１月１２日。

美幌町長土谷耕治。

ということで、この専決につきまして

は、平成２７年度からの固定資産税の評価

替えの実施に当たりまして、町内居住者よ

り、土地の評価額に対する固定資産評価審

査申出書が美幌町固定資産評価審査委員会

に提出をされ、同委員会におきまして、必

要な手続を経て、この申し出に対しまして

棄却決定を行いましたが、この決定の取り

消しを求める訴状が釧路地方裁判所に提出

をされ、第１回口頭弁論が平成２８年２月

９日であることから、その訴訟対応につい

て急を要することで、１月１２日に一般会

計補正予算を専決させていただいたもので

ございます。

それでは、専決内容について御説明申し

上げますので、議案７ページをお開きいた

だきたいと思います。

平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第８号）。

平成２７年度美幌町の一般会計補正予算

（第８号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ９４万６,０００円を追加し、歳入

歳出それぞれ９９億８,７０７万４,０００

円とする。

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明申し上げますので、議案の１７

ページをお開きいただきたいと思います。

３、歳出。

税務徴税費ということで、町税等課税事

務費の増、９４万６,０００円の補正でござ

います。

この補正につきましては、３月までに２

回の口頭弁論が開かれるという見込みで積

算をさせていただいたところでございま

す。

まず、委員報酬でございます。固定資産

評価審査委員会の開催の経費として、４回

分で６万８,０００円。それから普通旅費、

今回の訴訟に係る弁護を町村会の顧問弁護

士にお願いをしておりまして、札幌市への

訴訟対応協議及び釧路地方裁判所の傍聴に

係る職員旅費として、１３万２,０００円で

ございます。

業務委託料につきましては、訴訟に係る

弁護着手料として５３万円。それから、弁

護士の現地確認及び釧路地方裁判所への出

廷に係る旅費として４回分、２１万６,００

０円。合計で、委託料として７４万６,００

０円でございます。

なお、この着手料につきましては、今、

地裁で行われておりますが、これが高等裁

判所とかという形になれば、また別な形で

着手料がかかってくるということで、結審

するまでこういった形で金額の対応が出て

くるという形になります。

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、議案１５ページをお開きいただき

たいと思います。

繰入金、財政調整基金繰入金の増という

ことで、今回の補正に係る財源を財政調整

基金に求めるものでございます。

なお、繰り入れ後の財政調整基金の残高

は、１３億１,５８８万９,０００円となり

ます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） ２点ほどお聞か

せ願いたいと思います。

今回こういう補正を組んでいますが、仕

組みとして、こういう事件が起きたときの

対応する予算というものは、今まで存在し

ないものなのかどうかということを改めて

お聞きしておきたい。

２点目であります。１７ページの説明の
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ときに、７４万６,０００円のところであり

ますが、上告があれば、さらに同じような

ことでかかっていくという説明は、当然理

解できるのでありますが、仮にここで釧路

裁判所で結審したとしても、そういう意味

で、ほかに費用はかからないと捉えていい

のか。いや、例えば成功報酬ということ

で、それはそれに応じた内容で、今回で結

審したとしても、かかるということがある

のかないのかを明らかにしておくべきでは

ないかと思いまして、この２点についてお

聞かせ願いたいと存じます。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） まずは、１点

目の質問でございます。

今まで、こういった案件があったかどう

かということだと思いますけれども、ほか

の自治体、札幌市等につきましては想定し

た予算を組んでおりますけれども、本町に

おきましては、想定をしていないといいま

すか、こういう事件があった場合について

対応を図るということで、想定した予算は

組んでおりません。

また、２点目の結審した場合の経費の問

題でございますけれども、これは議員御指

摘のとおり、成功報酬は当然かかってくる

ということで、金額についてはまだわかり

ませんけれども、結審した場合について

は、この支出がまた出てくるということに

なります。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

６番戸澤義典さん。

○６番（戸澤義典君） 今回の訴訟に至っ

た経緯等を承知しておりませんけれども、

訴訟業務となりますと、経費はもちろんの

こと、時間と労力を要することとなりま

す。

また今回は、町税というお金を使用する

わけですから、努めて訴訟とならないよう

に和解する努力を当然したと思いますけれ

ども、訴訟となってしまった要因はどこに

あるのか。行政側の対応は十分だったの

か。また、今後同様な事案を起こさないた

めに、今回の事案をどのように分析をし、

処置・対策をとったのかお伺いいたしま

す。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 当然、訴訟と

いう形になれば、経費と労力がかかるとい

う形で、昨日第１回目の口頭弁論が開かれ

ておりますし、もう１回、恐らく３月の下

旬に開催をされるだろうということで、そ

れもまた労力を要するということになろう

かと思います。

当然、訴訟を前提とした事務のやりと

り、あるいは今回でいう対象者、原告の方

の対応を図ってきたわけではございません

けれども、十分な説明には当たってきたつ

もりではございますが、最終的にその御理

解は得られなかったということで考えてお

ります。

行政としての対応が十分だったのかとい

うことについては、それぞれ原告側の思い

もあると思います。行政側は真摯に説明を

申し上げてきたというように認識をしてい

るところでございます。

また、議員御指摘のとおり、訴訟になら

ない過程が大事だろうと思っておりますの

で、それぞれの会議等の中で、こういった

事案が発生をしているので、こういったこ

とがないように、十分な説明責任を果たし

ていただきたいという指示は、したところ

でございます。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） １点目の質問の内

容はわかりました。

２点目の、今後どのように処置・対策す

るかということは、検討されたのでしょう

か。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 訴訟について

は、いろいろ行政側としても十分説明をさ
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せていただいたつもりでございます。

最終的には、その見解の相違の中から、

訴訟に至ったというように考えておりま

す。

ただ、その説明のあり方、それから、そ

の対応に当たる事前準備等々含めて、十分

検証をしなくてはいけないと思っています

ので、今後このような事案が発生しないよ

うな説明責任を、行政としては果たしてい

きたいと考えております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） ２点お尋ねしたい

と思います。

先ほどの説明の中で、普通旅費は札幌、

釧路の関係で弁護士と傍聴される職員の分

とお聞きいたしましたが、実際に口頭弁論

が始まりましたら、所管している職員、ど

この部署の職員が、何人ほど釧路に傍聴に

出かけるのか、その対象の職員の役職だと

か人数をお知らせください。

それから、業務委託料でございますけれ

ども、町村会の弁護士ですので、もちろん

こういう訴訟には十分キャリアがある方か

と思いますが、この固定資産評価にかかわ

る、いわゆる決定取消請求事件を今までど

れぐらい実績として受けて対応されている

のか、その辺の実情についてわかればお知

らせください。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） １点目の傍聴

に係ります担当部署でございますけれど

も、税務グループの税務主幹、税務担当主

査、固定資産税担当者と、固定資産の評価

審査委員会の事務局を持っていますので、

その事務員が指定をされていますので、そ

の委員と、全部で４名で傍聴を予定してい

るところでございます。

２点目につきましては、税務主幹から答

弁をさせていただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 税務主幹。

○税務主幹（田中三智雄君） ２点目の関

係なのですけれども、はっきり数字的に何

件という部分では聞いていないのですが、

行政訴訟の部分については、それなりの件

数をこなしているということでは聞いてお

ります。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） 傍聴に税務グルー

プの中から関係者４人が行かれるというこ

とで、今回は審査委員会の判断したことに

対する不服ということでの訴訟ですので、

これは事務局を税務グループが持っている

ことは十分承知しておりますけれども、例

えば、審査委員会の委員長が裁判に招致さ

れるとか、そういうことは今後の中であり

得るのでしょうか。

それはあくまでも、行政側の事務局をや

っている行政の職員だけが、今回は傍聴と

いうことですけれども、場合によっては、

出廷を求められて、裁判官からいろいろと

お話を聞かれるようなことが、生じないの

かどうかについて、不明ですのでお答えい

ただきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 固定資産評価

審査委員会の委員長が、この法廷に呼ばれ

ることはないのかということで、ないとは

言い切れないと考えております。

弁護士のほうの訴訟の中で、どういった

経過の中で、裁判官のほうからこういった

形で審査委員会の委員長の話を聞きたいと

いうこともあり得るかと考えております。

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。

○４番（上杉晃央君） そうすると、これ

は仮定ですから、そういう事態になったと

きには、また新たに出廷に関する旅費とか

そういったものが、この既定の中ではでき

ないので、不足する分については、補正の

措置をとるという理解でいいのか。それと

も、釧路ですから裁判の時間にもよります

けれども、日帰りすることも可能かと思う
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ので、その辺について、特に予算的には支

障はないでしょうか。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 裁判の時間帯

にもよろうかと思っておりますけれども、

日帰りの可能な時間帯の開催時間であれ

ば、日帰りで対応をしていただくというよ

うに考えております。万が一、午後４時と

か、そういった時間の開廷であれば、日帰

りできるかどうか含めて、委員長とも相談

をさせていただきながら、対応をしていき

たいと考えております。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） １点だけお聞きし

たいと思います。

固定資産税が高い、いわゆる評価が高過

ぎるということが原因だと思いますが、裁

判に先立って、町村会の顧問弁護士との間

で、当然に美幌町の固定資産評価の業務の

実態、評価も含めて、適否が協議の対象に

なっているだろうと。あるいは、原告との

間の対応の問題点などについても、当然に

顧問弁護士との間では協議されていると思

いますが、町民的には、この点で町の姿勢

に不十分さがなかったのかというのは、大

変関心のあるところなので、この事前協議

の状況についてお聞きいたします。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 一連の訴訟に

至る経過、それから賦課事務の考え方等々

について、弁護士との相談、協議も当然さ

せていただいたところでございます。

弁護士との協議の中では、町に対する過

失等、あるいは固定資産評価審査委員会の

過失等については、協議の中ではないだろ

うという形で話を伺っているところでござ

います。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、承認第２号専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本件は、承認することに決

定しました。

―――――――――――――――――――

◎日程第６ 承認第３号

○議長（大原 昇君） 日程第６ 承認第

３号専決処分の承認についてを議題としま

す。

直ちに提出者の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案１８ペー

ジになります。

承認第３号専決処分の承認について。

地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定により、これを町議会に報告

し、承認を求める。

１９ページの専決処分書でございます。

平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第９号）について、町道除排雪作業等の

ため、急を要するので、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、別紙のとおり専

決処分する。

平成２８年１月２５日。

美幌町長土谷耕治。

ということで、今回の専決につきまして

は、急速に発達しました低気圧の影響で、

１月１９日から２０日にかけて、暴風雪に

よる除雪作業を２０日から開始したところ

でございますけれども、あわせて、交通安

全対策の観点から、交差点排雪あるいは道

路排雪等の作業も合わせて進めることとし

たことにより、委託料に当初予算では不足

が生じることから、１月２５日で一般会計
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補正予算を専決させていただいたものでご

ざいます。

次に、２１ページをお開きいただきたい

と思います。

専決の内容でございます。

平成２７年度美幌町一般会計補正予算

（第９号）。

平成２７年度美幌町の一般会計補正予算

（第９号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ３,０００万円を追加し、歳入歳出

それぞれ１００億１,７０７万４,０００円

とする。

第２項につきましては、事項別明細書に

より御説明を申し上げますので、議案の３

１ページをお開きいただきたいと思いま

す。

３、歳出。

道路橋梁維持費、除排雪委託料３,０００

万円でございます。

除排雪等に係る費用として、交差点排

雪・一斉排雪・雪捨て場のブル等に係る委

託料、また、本日この後、議案第６号一般

会計補正予算（第１０号）で補正提案をさ

せていただきますが、この間における一斉

除雪２回分の委託料として、計３,０００万

円の専決補正でございます。

次に、歳入について御説明を申し上げま

すので、議案の２９ページをお開きいただ

きたいと思います。

繰入金、財政調整基金繰入金の増、３,０

００万円でございます。

今回の専決補正の財源を財政調整基金に

求めるものであり、この繰り入れ後の残高

については、１２億８,５８８万９,０００

円となります。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） 今、総務部長が

説明してくれた内容の専決についてのみ、

お聞かせ願いたいと思いますし、この後の

別な補正のときにもお聞かせ願いたいと思

いますが、まず、たくさんあるので、そち

らもメモが大変だろうと思いますが、一つ

は１９日から２０日にかけて、私も確かに

大雪だったと思っています。

そこで交差点、簡単に言えば十字路の排

雪、それから、直営でいう路線の排雪もあ

ったかと思っていますが、いささか理解で

きないことがありますので、まず１点目。

業者に十字路の排雪をしてほしいという

指示が出ましたが、業者間において、着手

時期のずれが相当あったという思いがある

ものですから、まずそこら辺。発注という

か、委託するにして、今日言ったから、１

分１秒今すぐということにはならないでし

ょうけれども、どう見ても、私の目から見

ても、１週間後、１０日後にやっと着手し

たような業者もあったということがありま

すので、まず業者に対してどのような指示

をもってやっているのかというのを確認し

ておきたいのがまず１点。

二つ目であります。直営の部分ですが、

効率のいい作業を行っているのでしょうか

という観点でお聞かせ願いたいと思いま

す。

あえて、これに対して言葉を足せば、民

間の作業能力――金銭的にということで、

間違って捉えられたら困るものですから、

見たら直営のほうが２、３割経費がかかり

過ぎというか、効率が悪いような気がする

のですけれども、そこら辺、直営で排雪し

た場合どういう機械の組み合わせ、誘導員

の配置を含めて、試算したことがあるかな

いかということをお尋ねしておきたいと思

います。

それに伴って次に三つ目ですが、どちら

かというと十字路というよりも路線という

意味です。大きい意味で、地域の格差があ

るのではないかと思うのです。主に直営で



－ 11－

排雪されるのは、結構なことであります

が、こういう大雪のときに幹線は速やかに

あけるべきではないか。直営にも作業能力

は決まっていますので、そういう意味で、

工夫はできないのか。原点は地域において

格差はないのか。

次、４点目であります。過去に、建設水

道部から答弁いただいている中で、これは

１例でありますけれども、町民会館で催し

があったときに、せっかく町民会館で場内

の排雪をしているから、間口を広げるとい

うことでは、むしろ町民会館の排雪をした

ときにやったらどうだという質問に対し

て、いやいや、敷地から出たら町道ですか

ら、建設水道部がやりますという答弁もい

ただいている中で、どう見てもそういう連

携がとれていないと思われる節もあるので

はないか。それから直営の通学路はしかる

ことながら、保育園・保育所など、現に私

が見たところですけれども、近間で言えば

藤幼稚園の道路、東陽小学校に向かって、

東陽小学校の周りはもちろん小学校ですか

ら、歩道はあいていました。どういう訳

か、藤幼稚園のところから、東陽小学校に

向かって両側に歩道があるのですが、ずっ

とあいていなかった。何日も何日も何日

も。そこら辺の指示というのは、どうなっ

ているのか。

もう１点、同じ歩道に関してお聞かせ願

いたいのが、たまたま１９日、２０日にか

けての大雪でしたので、学校が休校にせざ

るを得ない部分がありました。結果的に３

日目のことです。危険だから云々という文

書自体は、結果はそうだと思うのですが、

本当に作業をなさったのですかということ

を聞きたいのです。

例えば、歩道を排雪する機械は、押すや

つも運転するやつもあろうかと思います

が、例えば、極端に言えば機械を２４時間

動かすことはできないのか。作業員が疲れ

たら機械とともに休んだのでは、限られた

機械の数では通路もあかないと思うので

す。そこら辺の議会に対する答弁も含めな

がら、したことと違うというか、結果とし

て違うことになってしまっているのではな

いかという懸念があるものですから、大き

く言って４点、細かく言ったら６点ぐらい

お話ししたと思いますが、お聞かせ願いた

いと思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 吉住議員

からの御質問にお答えをさせていただきま

す。

まず１点目の、交差点排雪に係る業者へ

の指示の関係でございます。

業者への指示につきましては、１月２５

日月曜日、午後３時から業者にお集まりい

ただきまして、交差点排雪についてのお願

いをさせていただいているところでありま

す。それで、各業者につきましては、直ち

に準備を整えて行っていただくようお願い

いたしまして、早いところは次の日から、

多くは次の日から３日間ないし４日間にか

けて行っております。遅いところで２７日

からということで、若干のずれはありまし

たけれども、各業者にそれぞれ体制を整え

ていただきまして、実施していただいたと

ころであります。

また、期間については、業者の状況もあ

りまして、３日間で終わったところ、また

次の週に持ち越したところもございます

が、それぞれその中で行っていただいたと

ころでございます。

それから、業者への指示についてどのよ

うにしたのかということでございますが、

今お話しましたとおり、体制を整えていた

だきまして、安全に行っていただきたいと

いうこと、また、登下校の時間、特に登校

の時間は、外していただけるようお願いす

るということで、対応をしていただいたと

ころでございます。

二つ目の、直営の作業が効率的かという

ことでございます。

町の排雪作業体制でございますが、排雪
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にはグレーダーが２台、大型ロータリーが

１台、ショベルが１台、小型ロータリーが

１台という体制に合わせて、委託している

各運送業者に４トンダンプを出していただ

きまして、民間から７台、町から最大３台

で、最大で１０台の体制を整えて排雪作業

を行っているところでございます。その具

体的なそれぞれの機械の数字の置きかえは

しておりませんが、この中で、現有機械を

最大限利用すること、また、民間のダンプ

も最低限出していただきまして行っている

ということでございます。

それから、誘導員の配置でございます。

現在６名から７名、冬期間雇用している職

員を中心に配置をしております。この６名

から７名の状況でございますが、先ほど申

し上げました大型の除雪車が、道路を最大

５０メートル区間の排雪作業を行っている

のですが、ここに入り込む町道の交差点に

立ち、無線機を持ちながら人や車が入り込

まないように、連絡・連携を取り合って交

通誘導をしているところでございます。こ

の交通誘導でございますが、登下校の時間

も排雪作業を実施しているということもあ

ります。

また、民間のダンプも利用させていただ

いているということで、絶対に事故が起き

ない努力を最大限するということで、誘導

員は最大限に配置していただいているとこ

ろでございます。

次に、地域間の格差についてでございま

す。町内１０地区に区分をしまして、各業

者、また、直営ということで、除雪、排雪

作業を行っているところでございます。地

域間の格差については、極力ないようにこ

れからも努力してまいりたいと思います

し、また、業者の方の御意見もいただきな

がら進めてまいりたいと思っております。

また、過去の答弁で、町民会館の催しに

対して連携がとれていないのではないかと

いうことでございます。これについても御

指摘の部分があります。

今回も努力はしたつもりでございます

が、行き届いていない部分があったという

ことで、反省事項は反省事項として、今後

に生かしてまいりたいと思います。

また、通学路について、御指摘のとお

り、今回小学校周辺の歩道をあけるという

ことで、２２日からの学校に間に合うよう

に、２１日に歩道をあけたところでござい

ます。その中で、歩道があくのが遅いとい

うお話しがありましたが、今回、暴風雪の

中、２０日に手押し作業で歩道除雪を行っ

ております。

指摘の中では、この吹雪の中でやって

も、すぐに吹き込むから効果はないのでは

ないかというお話もありましたが、少しで

も次の日雪がやわらかくなるように、でき

る限りの努力をさせていただいたところで

ございます。次の日も、現実的には雪が吹

き込んで、歩道が全部塞がってしまいまし

たけれども、それなりに前日にやった効果

はあったのではないかと思っております。

そのような努力は今までもしていました

し、これからもしてまいりたいと考えてお

ります。

また、御指摘のありました藤幼稚園の前

でございます。これにつきましては、御存

じのとおり、まだ十分な幅員が確保されて

いないという状況にございます。これにつ

いて、早急に排雪をする予定で、今準備を

進めているところでございますので、御理

解をいただきますようお願いいたします。

あと、学校が休校の間、作業をしたかと

いうことでございます。先ほど申し上げま

したとおり、歩道除雪も含めて、２０日か

ら行っていたということで、努力はさせて

いただいていますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 部長が答えてく

れているのはわかるのです。

一例で、今私どもでとらえているデータ
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を言いますと、重さから言うと、４トンダ

ンプと通称１０トンと言うのですが、重さ

イコール容量というと、場面場面で少しは

違うと思いますが、トン数比較で２.５倍、

排雪というのは、その場所からいかに雪の

量を排雪するかというのが、一つのキーワ

ードだと思うのです。

一例を言います。美園自治会あたりに、

積み込みショベル１台と押し出すショベル

のセットで、最低５、６台の大型ダンプが

なければ、積み込みショベル、押し出しシ

ョベルが遊んでしまうのです。ダンプとい

うのは、積んだらすぐに走って捨てに行き

ますから、積み込み時間は別としたら、ほ

とんど満度に４トンだろうが１０トンだろ

うが動くと思います。そういう意味では、

美園でさえ、積み込みと押し出すショベル

２台で、最低５、６台なかったら、能力は

あるのにショベルの効率が悪い。

それから、南団地をデータで言います。

同じ積み込みショベルと押し出すショベル

でいったら、大型が９台あってもこなせる

と。それを４トンダンプに置きかえたら、

トン数の単純計算でいきますと、台数から

いったら、大型ダンプの９台が適当なの

に、それを４トンダンプだったら、９掛け

る２.５台、多少の違いはあるでしょうけれ

ども、そういう計算も単純計算でしたら、

グレーダーを２台もつけて、ショベルもつ

けて、ミニロータリーもつけて、押し出し

ショベルもつけて、そしたら、やり方とい

うことを考えたら、直営だってもしかした

ら２班に分けられるかもしれない。

それから、４トンダンプとおっしゃいま

したけれども、雪は道路を基準にしたら両

側にあります。片側を先にやったら、次に

戻ってくるとき、大型ダンプは十分走れる

はずです。そういうことも、ぜひ研究して

いただきたい。研究していただきたいとい

う観点で申し上げたいというのがまず１

点。

次、議会の答弁ということでいますけれ

ども、これは毎年繰り返すことだと――量

的に多少の差があったにしても、ましてや

去年、町長が除排雪には真剣に向き合って

いこうと努力されている中ですから、やは

りその中には現場も工夫していかなくては

ならないと思うのです。

ですから、もしかしたら金銭的なこと、

それから作業の方法ということで、民間に

作業方法の指示をするという意味で、民間

と組み合わせて試行ではありますけれど

も、やってみることも今後の対応の一つの

要素になるのではないかと思うものです。

この２点について、お答え願いたいと思

います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 除雪作業

につきましては、民間事業者の方がおられ

ないと成立しないということは重々に承知

しておりますし、これからも協力を仰ぎな

がら行ってまいりたいと考えております。

その中で、４トン車、１０トン車のお話

がされました。これについても、１月２７

日に旭通りが最優先に交通量の多い場所と

いうことで、直ちに除排雪作業、整正、路

面清掃も一緒に行ったわけでございます

が、その際は、１０トンダンプを各社から

出していただきまして、スピーディーに終

わったということも、私も現場を見させて

いただいているので理解をしているところ

でございます。

また、４トン車で街路、またそれより狭

い幹線道路を利用させていただいておりま

す。この４トン車利用については、いろい

ろな見方があるのですが、スピーディーに

作業が行われているという認識も持ってお

ります。

一つの例でございますが、２月４日に私

が確認しましたところ、そのときの排雪

は、大通より東１条入った通りを排雪した

わけですが、その際は４トンダンプ９台動

いているわけでございますが、雪捨て場ま

で１往復するのに１４分から１５分かかり
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ます。そして、その中で回転しているのを

見ますと、４トン車もちょうどうちの機械

とマッチしているという思いもしました。

ただ、先ほど言いましたとおり、旭通り

の状況を見ましても、１０トン車なりの効

果もありますので、さらなる研究をしなが

ら、民間事業者の御協力を仰ぎながら、除

雪がスムーズにいくよう進めてまいりたい

と思っています。

先ほどの町民会館のことでございます

が、毎年同じことを繰り返すことのないよ

う、これについては職員と現場と協議をし

ながら、改善を図ってまいりたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） そういう答弁で

ありますから、きょうも雪がちらちらと降

りました。そういうことも含めて、一つだ

け。

これは私見でありますけれども、雪が降

る間に溶け出して、間違いなく路面が出て

くる時期にはまだ早いかと思うのです。ほ

うきで掃いた施工がいいのか、やはり、あ

る程度の排雪ではないですが、除雪だって

そうです。ある程度、舗装から何センチ残

っても、まずあけるという作業をしている

と同じように、排雪もグレーダー２台まで

つけて掃くような仕事が、その晩仮に雪が

降っても、そこら辺の兼ね合いを研究なさ

ってください。

それから、もう１点。子どもを守らなく

てはいけないという視点からいって、通学

時間とかを配慮しなくてはならないと思い

ますが、ただ作業については、委託契約を

受けている部分もありますが、私どもは何

時から動いても変わらないのです。そうす

ると、業者の工夫もあります。

例えば、通学路付近をやるとすれば、朝

の５時から行ってやっている業者もあるわ

けですから、そういう意味についても、行

政も業者に遠慮なく言ったほうがいいと思

うのです。何も変わらないわけですから。

事故もないわけで、交通量、人の通りがな

いほうがやりやすいこともありますので、

そこら辺、官民一体となって、雪が降るこ

とによっての交通費事情とか、被害のない

ようにしませんか。いかがでしょうか。

○議長（大原 昇君） 副町長。

○副町長（平井雄二君） 今までもいろい

ろな御意見、除排雪についてはいただいて

いるところであります。

今もたくさん指摘あるいは質問をいただ

き、答弁もさせていただきましたが、これ

はなかなか永遠の課題であるかと、北海道

の宿命かと思います。

そんな中で、実は過去からいろいろと改

善もしてきているところでありまして、当

然民間の力も借り、さらには、最近では農

業者の力も借りということで、本当に地域

の皆さんの力を借りながら、この除排雪作

業、雪対策に臨んでいるという中で、課題

は多分一生かかっても尽きないかと思いま

すが、その中でも、前々から御指摘もあり

ましたように、効率性の問題が取り出され

ております。これについても、さらに効率

性を高めていくというのは当然のことだと

思いますので、この辺はいろいろとまた検

証して高めてまいりたい。あるいは、一方

では当然安全性というのがまず第一優先で

ありますから、これらも含めて、効率性ば

かり求めても安全性が欠けてしまっては大

変なことになりますので、ここもしっかり

守りながらということで、いろいろな道路

環境があります。幅員もいろいろなところ

がありますので、そういったところでは、

小型のものを使ってみたり、あるいは環境

がよく、道路幅の幅員があるところでは、

大型化で効率よくやってしまうということ

では、当然民間の大型ダンプを貸していた

だかなくてはならないと思います。今４ト

ンダンプを使っておりますが、これは町の

ものも使っていますが、民間の４トンダン

プもお借りして使っているという中で、そ
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ういった道路状況、いろいろな環境で実施

をしている中、さらに工夫は当然必要かと

思いますので、これからなお一層、検証し

て工夫をした中で、住民の皆さんが本当に

安心安全で暮らしていけるような除排雪作

業を進めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） ６番戸澤義典さ

ん。

○６番（戸澤義典君） 除排雪の予算には

直接関係ないお話なのですが、通学路の安

全確保、それからパトロールの仕方という

観点で質問となるか、意見提言となるかわ

かりませんけれども、歩道の除雪車が間に

合わないような２メートル以上の雪の山が

あるところがあって、除雪していってもそ

このところだけ除雪をしない所が何カ所か

ありました。ということで、子供たちは歩

道をきちんと渡っていくのですけれども、

そこの所だけ除雪されていないものですか

ら、車道に飛び出るという箇所が何カ所か

ありました。

今は排雪によってなくなりましたけれど

も、そういうことで、運転者の立場からし

ても急に子供が出てくるという形になりま

すので、きちんと除雪パトロール車では見

えない箇所になります。実際に歩いてみ

て、そういう箇所はないかというところを

点検してもらわないと、非常に子供に危険

な場所があると。

具体的に言いますと、栄町のローソンか

ら東陽小学校に向かう間の、例えば畑から

押し出された雪が歩道上にたまっていて、

当然、歩道の除雪機では能力的に不可能だ

と。そこだけは除雪しないで違う所へ行っ

てしまって、そこだけ雪が残っていて、子

供たちはどうしても車道に飛び出るという

場所がありましたので、そういうところは

十分気をつけてパトロールをして排雪なり

をしてもらったほうがいいかと思います。

あと、今回排雪をやりましたけれども、

一部は交差点のところに雪が残っていて、

車が直角に曲がるときに見通しが悪い箇所

が何カ所かありますので、きちんとドライ

バーの観点から道路パトロールもしていた

だきたいと思います。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

の御指摘がありました歩道の雪山の問題で

ございます。大多数の町民の方は、車道ま

たは歩道に雪を出さないように除雪をして

いただいております。そのような中、ご指

摘のとおり、一部なのかもしれませんが、

現実に歩道に小型ショベルで積み上げたよ

うな大きな雪山ができているというのも事

実でございます。

うちの手押しで除雪をした後に入ってし

まって、それが把握できなくて、後からわ

かったということもありますし、また、除

雪している最中にそのもとがわかって、う

ちのほうに連絡が先に来たということもあ

ります。いずれにしましても、子供の目

線、また、運転者の目線と言ったらそれは

理由になりませんので、パトロールや情報

収集を早くしながら、排雪するようなこと

で、町で間に合わなかったら業者に依頼す

るなりしながらでも排雪をしていきたい。

また、最もそうしないように、啓発活動

をしていかなければならない部分もありま

すので、それもあわせて行ってまいりたい

と思っております。よろしくお願いいたし

ます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、承認第３号専決処分の承認に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本件は、承認することに賛成の方は起立

願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。
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したがって、本件は、承認することに決

定しました。

暫時休憩します。

再開は１１時１５分とします。

午前１１時０３分 休憩

―――――――――――――――――――

午前１１時１５分 再開

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

―――――――――――――――――――

◎日程第７ 議案第１号

○議長（大原 昇君） 日程第７ 議案第

１号美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案の３２ペ

ージになります。

議案第１号美幌町議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について。

美幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の１

ページをお開きいただきたいと思います。

資料１、議案第１号関係。

条例名、美幌町議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例制定についてでございます。

改正目的、平成２７年１２月の期末手当

及び平成２８年度以降の期末手当支給割合

の変更措置を講ずるものであり、これは平

成２７年８月に出されました人事院勧告に

おいて、国家公務員の給与改定に準じて、

特別職の給与の額が改定されております。

本町議会議員につきましては、国会議員

に準じた支給割合となっていることから、

期末手当の年間支給割合０.０５カ月分を引

き上げるものでございます。

平成２７年度及び２８年度以降の支給月

数は記載のとおりでございます。なお、２

ページに新旧対照表を添付しておりますの

で、参照いただきたいと思います。

施行年月日及び適用日は記載のとおりで

ございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１号美幌町議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例制定についてを採決しま

す。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第８ 議案第２号

○議長（大原 昇君） 日程第８ 議案第

２号美幌町長等の給与等に関する条例の一

部を改正する条例制定についてを議題とし

ます。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案第２号美

幌町長等の給与等に関する条例の一部を改

正する条例制定について。

美幌町長等の給与等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようと

する。

記以下につきましては、参考資料で御説

明を申し上げますので、３ページをお開き

いただきたいと思います。

資料２、議案第２号関係。
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条例名、美幌町長等の給与等に関する条

例の一部を改正する条例制定について。

改正目的でございますけれども、国家公

務員の給与改定に伴いまして、期末手当の

支給割合を現行の４.１カ月分から４.２カ

月分に改定を行うものでございます。な

お、給料月額の改正は行わず、期末手当の

支給割合のみの改定を行うものでございま

す。また、条例の新旧対照表につきまして

は、４ページに掲載をしているところでご

ざいます。

施行日及び適用日については、ここに記

載のとおりでございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろ

しくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第２号美幌町長等の給与

等に関する条例の一部を改正する条例制定

についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第９ 議案第３号

○議長（大原 昇君） 日程第９ 議案第

３号美幌町教育委員会教育長の給与及び勤

務時間等に関する条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案３４ペー

ジでございます。

議案第３号美幌町教育委員会教育長の給

与及び勤務時間等に関する条例の一部を改

正する条例制定について。

美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務

時間等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料の５ペ

ージで御説明をさせていただきたいと思い

ます。

資料３、議案第３号関係。

美幌町教育委員会教育長の給与及び勤務

時間等に関する条例の一部を改正する条例

制定について。

この条例につきましては、議案第２号同

様、教育長の期末手当について、現行の４.

１カ月分から０.１カ月分引き上げて４.２

カ月分とするものでございます。なお、条

例の新旧対象表を６ページに掲載しており

ます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第３号美幌町教育委員会

教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

の一部を改正する条例制定についてを採決

します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１０ 議案第４号

○議長（大原 昇君） 日程第１０ 議案

第４号美幌町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例制定についてを議題とし

ます。

直ちに提案理由の説明を求めます。
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総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案第４号美

幌町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例制定について。

美幌町職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定しようとす

る。

記以下につきましては、参考資料７ペー

ジにより御説明をさせていただきたいと思

います。

資料４、議案第４号関係。

美幌町職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例制定について。

今回の条例改正につきましては、昨年の

８月６日に出されました人事院勧告に基づ

き、法律改正が行われたことから、本町に

おいても、国と同様の措置を行うものでご

ざいます。

まず一つ目、給与につきましては、任用

職員、再任用職員も含めて、俸給表を１,１

００円の引き上げを基本として、初任給に

つきましては２,５００円、若年層について

も同程度の引き上げを行い、０.４％の平均

改定を行うものであります。

この適用につきましては、平成２７年４

月１日からの適用ということになります。

二つ目の期末手当、勤勉手当でございま

す。

まず、再任用以外の職員については、現

行の４.１カ月分を０.１カ月分引き上げ、

４.２カ月分に、再任用職員については、現

行の２.１５カ月分を０.０５カ月分引き上

げ２.２カ月分にしようとするものでござい

ます。

なお、平成２７年度、平成２８年度の６

月期、１２月期におけます支給割合につい

ては、記載のとおりでございます。

施行につきましては、平成２８年３月１

日で、平成２７年度分の適用年月日は、平

成２７年４月１日。

平成２８年度以降につきましては、平成

２８年４月１日の施行となります。

なお、参考資料の９ページ、１０ページ

に新旧対照表を、それから１１ページ、１

２ページに給与勧告の骨子を、１３ページ

から２９ページにかけましては、各給料表

の比較表を、そして３０ページに本給与改

定に係る所要額調書を掲載しておりますの

で、参照いただきたいと思います。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第４号美幌町職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１１ 議案第５号

○議長（大原 昇君） 日程第１１ 議案

第５号美幌町一般職の任期付職員の採用及

び給与の特例に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案４８ペー

ジになります。

議案第５号美幌町一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例の一部を

改正する条例制定について。

美幌町一般職の任期付職員の採用及び給

与の特例に関する条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料の３１

ページで御説明を申し上げますので、お開
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きいただきたいと思います。

議案第５号関係。美幌町一般職の任期付

職員の採用及び給与の特例に関する条例の

一部を改正する条例制定について。

これは議案第５号につきましても、国家

公務員の給与改定を基礎といたしまして、

期末手当の現行３.１カ月分を０.０５カ月

分引き上げ、３.１５カ月分にしようとする

ものでございます。なお、３２ページに新

旧対照表を記載させていただいておりま

す。

施行日、適用日については、ここに記載

のとおりでございます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第５号美幌町一般職の任

期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例の一部を改正する条例制定についてを採

決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決するに賛成の方

は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１２ 議案第５号

○議長（大原 昇君） 日程第１２ 議案

第６号平成２７年度美幌町一般会計補正予

算（第１０号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（広島 学君） 議案４９ペー

ジでございます。

議案第６号平成２７年度美幌町一般会計

補正予算（第１０号）。

平成２７年度美幌町の一般会計補正予算

（第１０号）は次に定めるところによる。

今回の補正につきましては、給与改定及

び会計間異動に伴います人件費の整理、ま

た、ふるさと寄附金増加に伴うもの、除排

雪委託料の増額等について、補正を行うも

のでございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ４,０８８万１,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１００億５,７９５万

５,０００円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げますので、５９ページをお

開きいただきたいと思います。

３、歳出、議会費でございます。

職員手当等、期末手当１９万８,０００円

の増でございますが、これは期末手当支給

率改定による増でございます。

続きまして、総務事務費の増、業務等委

託料９７万８,０００円、行政不服審査法改

正対応プログラム改修委託料でございま

す。これは、行政不服審査法が平成２８年

４月１日で改正適用されることによりまし

て、行政処分の通知書に付する教示文ある

いは帳票のレイアウト、文書の文言の修正

が必要であることから、このプログラムの

改修を行うものでございます。

続きまして、企画費の政策推進事業費の

増、４,６８２万８,０００円でございま

す。これにつきましては、ふるさと寄附金

について、９月、１２月と補正をさせてい

ただいておりますけれども、１２月末時点

で寄附金総額が、７,５４７万１,０００円

であることから、最終的に年間の寄附金総

額を１億円と見込み、謝礼品、手数料、積

立金について増額を行うものでございま

す。

事務事業協力報償の２,３２０万円につき

ましては、謝礼品として増額を行うもので

ございます。

手数料の４２万８,０００円は、クレジッ



－ 20－

ト決済手数料等の増額でございます。

積立金２,３２０万円につきましては、ふ

るさとづくり基金積立金として増額の補正

をさせていただくものでございます。

なお、今補正に係る各種基金の平成２７

年度末の残高見込みを参考資料の３３ペー

ジに添付しておりますので、御参照いただ

きたいと思います。

このページ以下につきましては、給与改

定、会計間異動に伴う人件費整理を行うも

のでございます。

続きまして、６１ページ保健衛生費でご

ざいます。

他会計負担事業費の減ということで、病

院事業会計負担金につきましては、給与改

定会計間異動の整理、また、不採算地区病

院の運営負担金の減による１,３８４万６,

０００円の減額でございます。

個別排水処理特別会計繰出金につきまし

ては、給与改定会計間異動整理に伴う増額

の補正でございます。

続きまして、林業総務費、林業推進事業

費の増３０万円でございますけれども、こ

れはきてらすの遊具購入の教育備品でござ

います。１２月７日松緑神道大和山美幌支

部永澤支部長様より、きてらすの遊具購入

に役立ててほしいと３０万円の御寄附をい

ただいたもので、購入を図るものでござい

ます。

８款土木費、委託料でございます。除排

雪委託料１,６００万円の増額でございま

す。今後の除排雪作業に支障を来たさない

よう、一斉除雪等の経費について１,６００

万円の補正を行うものでございます。

都市計画費の公共下水道繰出事業費の増

につきましては、給与改定会計間異動整理

に伴う増額の補正でございます。

教育費の図書館費、修繕料７５万２,００

０円の増でございますが、これは、図書館

二階トイレの壁タイル崩落によります修繕

にかかる経費として、７５万２,０００円の

増額でございます。

続きまして６３ページ、博物館運営事業

費の増でございます。庁用備品１７３万５,

０００円につきましては、１１月４日に本

田忠盛様から３００万円のふるさと寄附金

のうち、展示に役立ててほしいと１５０万

円の寄附から、自立展示パネル２５枚と、

移動式テレビスタンドを購入するものでご

ざいます。

職員給与費の職員給与支給事務費の減で

ございます。特別職給につきましては、町

長・副町長の給与月額減額の措置、一般職

給につきましては今回の給与改定、そし

て、会計間異動整理による減額でございま

す。期末・勤勉手当は給与改定及び会計間

異動整理、それからその他手当８９万３,０

００円につきましては、管理職手当３名分

の増でございます。

以下につきましては、給与改定会計間異

動整理に伴うものでございます。

続きまして、歳入について御説明申し上

げますので、議案５７ページをお開きいた

だきたいと思います。

まず、１７款寄附金でございます。一般

寄附金、ふるさと寄附金の増４,９４０万円

につきましては、年間の寄附金総額を１億

円と見込んだことによります収入の増でご

ざいます。

その下、林業費寄附金の増につきまして

は、先ほど歳出で説明いたしました、１２

月７日松緑神道大和山美幌支部様からの寄

附金でございます。

繰入金、財政調整基金繰入金の減につき

ましては、今回の補正予算に係る収支超過

分を財政調整基金へ繰り戻すものでござい

ます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） ６１ページ、８

款２項２目の除雪対策事業費の増、１,６０
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０万円についてお聞かせ願いたいと思いま

す。

これは今回、きょう２月１０日です。さ

きの３,０００万円のお話もありますが、こ

れを含めて認めたとすれば、残高と言えば

いいのでしょうか、つかみでいいので、ど

のぐらいあるのかということ。前もってお

聞きしている話をもとにした場合、今回本

当に大変な雪だったと思うのですが、説明

は説明として、やはりこういう部類のお金

というのは、災害と私は思っていますが、

少し余裕をもって見ておくべきではないか

というのが、今までずっと申し上げてきた

ことがあるものだから、そのつかみの出だ

し部分で、今の段階の、これを認めた上で

の残高というのは、まだ直接聞いていませ

んが、去年は２月に、相当な低気圧が来

て、５回近く専決処分をした記憶がありま

す。

こういうものは、予算化したから全部使

えという予算ではないものですし、そして

なおさら年度末ですから、一定額を見越し

て、つけておくべきではないかという観

点、考え方で、２回分の除雪と言いました

けど、そしたら排雪は考えないのかという

視点も含めて、予算の１,６００万円を要求

する組み立てということの観点で１点。

２点目であります。先ほども聞こうかと

思ったのですが、失念しておりました。

部長、過去には、雪は全町的に降るもの

で、大雪になると、やはり災害の部分があ

るから、担当ばかりではなくて、グルー

プ、大きく言ったら部の職員が、例えば、

グレーダーの運転手のほかに一緒に乗る職

員、大きい意味で地域はどうなっているの

だという観点の意味の、何となく勉強する

機会があったと。昨今あまりそういう姿を

見ないものですから、もうこれは未来永劫

続くわけですから、多くの職員に、こうい

う地域は、例えばこういう吹きだまりがあ

るよと、こういうところはどうしてもいち

早く対応をとらなくてはいけないよという

のは、一緒に乗ることによって経験を踏め

ると思うのです。

そういう意味の、職員に知っていただく

場面はどうなっているのかという意味で、

この２点についてお聞かせ願いたいと思い

ます。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 御質問い

ただきました、現在の執行状況でございま

す。

今回、御承認いただきましたら、当初予

算２,９０９万７,０００円、１月２５日専

決３,０００万円で、本日、補正ということ

で１,６００万円含めまして、予算現額が

７,５０９万７,０００円となります。

昨日までなのですけれど、動いている時

間などを全部計算しまして、執行済額が約

３,７００万円となります。ということで、

執行残額といいますか、これからの金額と

しまして、３,８００万円がこれから除雪費

として使用可能な金額でございます。

今後どのように考えているのかでござい

ますが、この３,８００万円、一斉除雪がこ

れから４回あろうかと見込みまして、１,４

００万円、交差点等の排雪に１,７００万

円、雪捨て場のブルに７００万円、これは

大づかみでございますが、このような形で

３,８００万円と見込んでいるということで

ございます。あくまでも見込みで、これか

らの雪の状態によって変わってくるわけで

ございますが、このような形で、これから

対応をしてまいりたいと考えているところ

であります。

２点目の、職員に雪の状況を確認させる

べきではないかということでございます。

それで今回、１月２０日、２１日と一斉除

雪を行っております。農村部でございます

が、安全上のことも含めて、除雪ダンプに

職員を同乗させております。そして、郊外

の農村部の除雪に対応をしているわけでご

ざいますが、その中では、農村部は吹きだ

まりが多くて、大変な状況がございます。
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そういう場所を一緒に見る中で、これから

の道路の維持管理に生かせることも含め

て、そのようなこともさせているところで

ございます。そのような形で、建設水道部

全職員挙げて、対応しているところでござ

いますのでよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） ただ、１月の大

雪を見たら、どんとかかるわけです。ない

ことはいいと思いながらも、あることもや

はり想定しておかなくてはならない。今週

の土日あたりから、また雪が降ると報道さ

れています。そういう趣旨では、ある意味

で専決というのは、いかがなものかという

議論は過去にもあります。

今回、専決していることを例にとります

と、１９日、２０日の大雪だったと。そし

て専決したのは２５日。そしたら１９、２

０日の状況を見たら、臨時議会でも開くい

とまがなかったかというのは、いささか議

論の分かれるところだと思うのです。

そういうことも含めて、年度末でもあり

ますから、一定額積めるのであれば、積ん

でおいたほうが、基本的にはスムーズにい

くのではないかというのがだめ押しの話で

す。

もう一つ、職員について。ふだんから建

設水道部には技術者も含めて多数いるわけ

ですから、あえて言えば、機械に同乗する

という趣旨もありますが、あわせて、排雪

のときも直接、命令指揮系統をできる人間

を職員がやはりつくという観点も含めて、

努力したらいかがでしょうか。これでやめ

ます。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 今、御質問の

ございました予算計上のあり方でございま

す。

当初予算を含めて、どういった形の計上

がいいのか、願わくはこういう経費がかか

らないということが一番望ましいと思って

おります。

先ほどの副町長の答弁にもございました

けれども、北海道の地域性の中で対処をし

ないといけないということで、当初予算も

計上させていただいているところでござい

ます。これは恐らく、誰も想定ができ得な

い状況の中で、今回の補正もそうですけれ

ども、これからの２月、３月分の過去の状

況等を踏まえて、予算を計上させていただ

いているところでございますので、どうか

御理解をいただきたいと思っております。

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） ２点目の

件でございますが、私たちも課題に考えて

いますのは、除排雪含めて、技術の継承と

いうことでございます。これは現場だけで

はなくて、建設水道部事務局でも、除雪・

排雪の技術、指揮という言葉もあります

が、そういうようなどのような形で行われ

て、どのような形が一番効率的なのかとい

うことの技術がこれまでもあったわけでご

ざいますが、これを継承していく上にも、

議員おっしゃるとおり、そのような観点で

現場をつぶさに把握できるような対策をと

ってまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

１２番中嶋すみ江さん。

○１２番（中嶋すみ江君） ６１ページの

林業費の中のきてらすの遊具購入なのです

けれど、どのような遊具を購入される予定

なのか、お伺いいたします。

○議長（大原 昇君） 経済部長。

○経済部長（矢萩 浩君） 今回御寄附を

いただいた費用で購入を予定しているの

は、サイバーホイールという遊具でありま

す。具体的に申しますと、タイヤ状の遊具

であり、サイズが直径約１３０センチ、幅

１２０センチのタイヤ状の遊具で、その中

に幼児、子供さんが入って、運動能力を高

めたり、バランスをとれた体をつくりなが
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ら楽しんでいただくものであります。よろ

しくお願いします。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ５９ページの１点

だけ。ふるさと寄附金のクレジット決済の

手数料が上がっておりますが、これは寄附

のうち、クレジット決済の利用というの

は、割合にするとどの程度の割合なのか、

あるいはその金額も一般のクレジットを利

用しないものと比べて、クレジットのほう

の金額的なボリュームというのが何％ぐら

いあるのか、もしわかればお答えいただき

たいと思います。

○議長（大原 昇君） 総務部長。

○総務部長（広島 学君） 今、上杉議員

の御質問のふるさと寄附金の総額のうち、

クレジットによるものの割合ですが、１２

月末のふるさと寄附金の総額は７,５４７万

１,０００円で、そのうち、クレジットに係

るものが４,１６１万４,０００円というこ

とで、６月から１２月の統計の中では約６

０％がクレジットによる寄附ということに

なってございます。

あと、現金等につきましては３,３８５万

７,０００円ということになってございま

す。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第６号平成２７年度美幌

町一般会計補正予算（第１０号）について

を採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１３ 議案第７号

○議長（大原 昇君） 日程第１３ 議案

第７号平成２７年度美幌町国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の６５ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

議案第７号平成２７年度美幌町国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）について

御説明いたします。

平成２７年度美幌町の国民健康保険特別

会計補正予算（第３号）は次に定めるとこ

ろによる。

今回の補正につきましては、一般会計と

同様に、職員の給与改定及び会計間異動に

伴う人件費の補正予算でございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１７万４,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２

億５,４０３万７,０００円とするものでご

ざいます。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

７４ページ、７５ページをお開きいただ

きたいと思います。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第７号平成２７年度美幌

町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成
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の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました

―――――――――――――――――――

◎日程第１４ 議案第８号

○議長（大原 昇君） 日程第１４ 議案

第８号平成２７年度美幌町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）についてを議

題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案７７ペー

ジでございます。

議案第８号平成２７年度美幌町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）につい

て御説明いたします。

平成２７年度美幌町の後期高齢者医療特

別会計補正予算（第２号）は次に定めると

ころによる。

今回の補正につきましては、一般会計と

同様に、職員の給与改定及び会計間異動に

伴う人件費などの補正予算でございます。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ１５９万９,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２

億７,９１８万８,０００円とするものでご

ざいます。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

８６ページ、８７ページをお開き願いま

す。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第８号平成２７年度美幌

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１５ 議案第９号

○議長（大原 昇君） 日程第１５ 議案

第９号平成２７年度美幌町介護保険特別会

計補正予算（第４号）についてを議題とし

ます。

直ちに提案理由の説明を求めます。

民生部長。

○民生部長（藤原豪二君） 議案の８９ペ

ージでございます。

議案第９号平成２７年度美幌町介護保険

特別会計補正予算（第４号）について御説

明いたします。

平成２７年度美幌町介護保険特別会計補

正予算（第４号）は次に定めるところによ

る。

今回の補正につきましては、一般会計と

同様に、職員の給与改定及び会計間異動に

伴う人件費、それから、介護保険法改正に

伴う電算システムの改修の補正予算でござ

います。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１０１万６,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６

億７,６５８万７,０００円とするものでご

ざいます。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明いたします。

９８ページ、９９ページをお開きいただ

きたいと思います。

３、歳出について御説明いたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般
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管理費につきましては、一般職の給与手当

の増額支給措置に伴いまして、職員の人事

異動に伴う会計間異動を清算した結果及び

業務委託料につきましては、介護保険法改

正対応システム改修委託料９６万７,０００

円を加えまして、差し引き１０１万６,００

０円の増額補正をしようとするものでござ

います。歳出は以上でございます。

次に、歳入について御説明いたします。

歳入については、９６ページ、９７ページ

をお開きいただきたいと思います。

２、歳入について御説明いたします。

３款国庫支出金、２項国庫補助金、３目

介護保険事業費補助金につきましては、介

護報酬改定等に伴うシステム改修事業に要

する国庫補助金、事業費の２分の１でござ

います。１９４万１,０００円当初予算を含

めまして、増額補正をするというものでご

ざいます。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、４目

その他一般会計繰入金９２万５,０００円の

減額につきましては、ここで調整するもの

でございます。

以上、御説明いたしました。御審議賜り

ますようよろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

４番上杉晃央さん。

○４番（上杉晃央君） ９９ページの業務

等委託料、介護保険法改正対応システム改

修委託料９６万７,０００円ということで、

歳入のところで介護報酬のということでし

たけれども、この改正内容について、もう

少し詳しく、介護報酬だけなのか、その他

制度改正の中でどのような改修をするのか

教えてください。

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。

○福祉主幹（遠藤 明君） お答えいたし

ます。現在、補足給付と言われます食費・

居住費を、段階区分を決めるに当たりまし

て、年金収入と合計所得金額の合計額で判

断をしているわけですが、昨年の介護保険

法の改正によりまして、この収入のほか

に、遺族年金・障害年金、いわゆる非課税

年金も含めて、段階区分を判定しなさいと

いうことが決まってございます。これが、

本年の８月から適用しなさいということで

ありまして、今回仕様が固まりましたの

で、システムの改修を行おうというもので

ございます。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第９号平成２７年度美幌

町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１６ 議案第１０号

○議長（大原 昇君） 日程第１６ 議案

第１０号平成２７年度美幌町公共下水道特

別会計補正予算（第３号）についてを議題

とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

０１ページをお開き願います。

議案第１０号平成２７年度美幌町公共下

水道特別会計補正予算（第３号）について

を御説明申し上げます。

平成２７年度美幌町の公共下水道特別会

計補正予算（第３号）は次に定めるところ

による。

今回の補正につきましては、職員４名に

係る給与改定並びに会計間異動に伴う人件

費の補正を行おうとするものであります。
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歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１２０万６,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１

億１,８６１万２,０００円とするものであ

ります。

第２項につきましては、事項別明細書で

御説明申し上げます。

１１０ページ、１１１ページをお開き願

います。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１０号平成２７年度美

幌町公共下水道特別会計補正予算（第３

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１７ 議案第１１号

○議長（大原 昇君） 日程第１７ 議案

第１１号平成２７年度美幌町個別排水処理

特別会計補正予算（第２号）についてを議

題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

１３ページをお開き願います。

議案第１１号平成２７年度美幌町個別排

水処理特別会計補正予算（第２号）につい

てを御説明申し上げます。

平成２７年度美幌町の個別排水処理特別

会計補正予算（第２号）は次に定めるとこ

ろによる。

今回の補正につきましては、職員給与の

改定並びに会計間異動に伴う公共下水道特

別会計への人件費相当分の補正を行おうと

するものであります。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ４３万４,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,５６

４万４,０００円とするものであります。

第２項につきましては、事項別明細書で

説明を申し上げます。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１１号平成２７年度美

幌町個別排水処理特別会計補正予算（第２

号）についてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１８ 議案第１２号

○議長（大原 昇君） 日程第１８ 議案

第１２号平成２７年度美幌町水道事業会計

補正予算（第２号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（小西 守君） 議案の１

２５ページをお開き願います。

議案第１２号平成２７年度美幌町水道事

業会計補正予算（第２号）についてを御説

明申し上げます。
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総則。

第１条、平成２７年度美幌町の水道事業

会計補正予算（第２号）は次に定めるとこ

ろによる。

今回の補正につきましては、職員９名に

係る給与改定及び会計間異動に伴う人件費

の補正を行おうとするものであります。

第２条、収益的支出の補正と第３条、資

本的支出の補正につきましては、補正予算

実施計画書及び説明書で御説明申し上げま

す。

議会の議決を経なければ流用することの

できない経費の補正。

第４条、予算第８条に定めた経費は、記

載の金額であります。

次に、１２６ページ、１２７ページをお

開き願います。

補正予算実施計画書及び説明書、収益的

支出であります。

記載の金額は、８名分の給与改定及び会

計間異動に伴う人件費による増減でありま

す。

次に、１２８ページ、１２９ページをご

らん願います。

資本的支出であります。記載の金額は、

１名分の給与改定に伴う人件費の増減であ

ります。

以上、御説明を申し上げましたので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。

これから、議案第１２号平成２７年度美

幌町水道事業会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎日程第１９ 議案第１３号

○議長（大原 昇君） 日程第１９ 議案

第１３号平成２７年度美幌町病院事業会計

補正予算（第３号）についてを議題としま

す。

直ちに提案理由の説明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） 議案の１３

７ページをお開き願います。

議案第１３号平成２７年度美幌町病院事

業会計補正予算（第３号）について御説明

を申し上げます。

今回の補正につきましては、一般会計と

同様に、職員の給与改定及び会計間の異動

並びに年度途中の就職・退職に伴います人

件費の補正を行おうとするものでございま

す。

第１条、平成２７年度美幌町の病院事業

会計補正予算（第３号）は次に定めるとこ

ろによる。

第２条、収益的収入及び支出の補正につ

きましては、実施計画書及び説明書で御説

明申し上げます。

第３条、議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費の補正につきまして

は、今回の給与費等の補正により、職員給

与費を２,０１６万１,０００円減額し、８

億５,６０４万６,０００円にしようとする

ものでございます。

次に、１３８ページ、１３９ページをお

開き願います。

収益的収入のうち、他会計負担金の補正

でございます。

一般会計負担金、不採算地区病院の運営

に要する経費の補正は、今回の収益的支出

の減額補正に伴い、財源調整として減額を

行うものでございます。

次に、１４０ページ、１４１ページをお

開き願います。
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収益的支出の補正であります。給与費の

うち、給料、手当等、賞与引当金繰入額に

つきましては、職員の給与改定及び会計間

の異動並びに年度途中の就職・退職に伴う

執行見込みから、それぞれ記載のとおり減

額及び増額の補正を行うものでございま

す。

賃金につきましては、脳神経外科及び麻

酔科の非常勤医師の採用に伴う臨時医師賃

金として、１,４４０万７,０００円を増額

し、当初予算に計上していた看護師及び看

護補助者などの臨時職員賃金の未執行分８

５１万円を減額し、賃金全体で５８９万７,

０００円の増額補正を行うものでございま

す。

法定福利費につきましては、会計間の異

動及び年度途中の退職・就職に伴う執行見

込みから、減額の補正を行うものでござい

ます。

以上、御説明いたしましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（大原 昇君） これから、質疑を

行います。

１０番吉住博幸さん。

○１０番（吉住博幸君） １４１ページ、

看護師給のことでお聞かせ願いたいと思い

ます。これに絡めて、今は２７年度中です

けれども、２６年度の看護師の配置・人数

と、２７年度、今の状況を教えてくださ

い。単純に言えば、１人減ったのかという

危惧もあるものだから、そこら辺の出入り

も含めて、経過を教えてください。ないな

らないで構わないのですが。

○議長（大原 昇君） 病院事務長。

○病院事務長（但馬憲司君） ただいま詳

細の数字はございませんので、後ほど資料

として御提出させていただきますけれど

も、状況的に申しますと、人数的には若干

減少しているという状況にございます。

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。

○１０番（吉住博幸君） 給料が減ってい

るから単純に言うと、総体の数字は別とし

ても、１名辞められた状況が、補充できな

くて続いている。今ごろこれが上がってき

ているわけだから、５００何十万円という

のは、一人分だろうと思うのです。

それは些細なということには、事務長、

ちょっと掌握としては、待ってくれと言わ

れれば待つけれども、総体の人数ではなく

て、減ったのかふえたのか、ふえたのか減

ったのかぐらいは、速やかに答えられるの

ではないかと思うのですが、待ってくれと

言うのであれば待ちますけれども、いかが

でしょうか。

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。

○病院総務主幹（遠國 求君） 当初予算

に計上いたしました看護師の数は５４名で

ございまして、２月１日現在、看護師の在

職数は、正看護師が４１名、准看護師が１

０名の５１名ということで、３名の差がご

ざいますということをお答えしたいと思い

ます。以上です。

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（大原 昇君） これで質疑を終わ

ります。

これから、議案第１３号平成２７年度美

幌町病院事業会計補正予算（第３号）につ

いてを採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（大原 昇君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決

されました。

―――――――――――――――――――

◎閉会宣告

○議長（大原 昇君） 以上で、本臨時会

に付議されました案件は、全部終了しまし

た。

会議を閉じます。



－ 29－

これで、平成２８年第１回美幌町議会臨

時会を閉会します。

お疲れさまでした。

午前１２時０８分 閉会  
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        署 名 議 員

        署 名 議 員


